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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（陸上荷役施設） 

発生日時 平成２７年１１月２６日 ０８時０７分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港 

大分港日
ひ

吉原
よしばる

泊地東防波堤灯台から真方位１９６°８７０ｍ付近 

（概位 北緯３３°１５.０′ 東経１３１°４６.１′） 

事故の概要 貨物船TERN
タ ー ン

は、離岸作業中、積載していたガントリークレーンが岸

壁上に保管中のガントリークレーンに衝突した。 

積載していたガントリークレーン及び岸壁上に保管中のガントリー

クレーンの各アームに曲損を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 TERN（オランダ王国籍）、２２,７８８トン 

 ８０００９７７（ＩＭＯ番号）、TERN B.V. 

 １８０.８０ｍ×３２.３０ｍ×１３.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、９,６３６kＷ、１９８２年１月２５日（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長（ラトビア共和国籍） 男性 ５８歳 

 締約国資格受有者承認証 船長（オランダ王国発給） 

  交付年月日 ２０１４年７月２３日 

        （２０１６年５月１３日まで有効） 

水先人 男性 ６４歳          

内海水先区一級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日 平成２２年３月２６日 

  免状交付年月日 平成２７年３月１１日 

  有効期間満了日 平成３１年３月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 積載していたガントリークレーンのアームに曲損 

岸壁上に保管中のガントリークレーンのアームに曲損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約１０～１５m/s、視界 良

好 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ 

 大分県中部には、１１月２５日１７時０６分に強風及び波浪注意報
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が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長ほか２３人（ラトビア共和国籍１６人、ロシア連邦籍

５人及びリトアニア共和国籍２人）が乗り組み、‘大分港日吉原地区

にある岸壁’（以下「本件岸壁」という。）からガントリークレーン２

基を暴露甲板に積載し、船首約７.１０ｍ、船尾約８.１０ｍの喫水

で、シンガポールに向かう予定で出港準備作業を行い、平成２７年１

１月２６日０７時４５分ごろ水先人を乗船させた。 

船長は、パイロットカード及びパイロットインフォメーションカー

ドをもとに、水先人と出港の打合せを行った。 

本船は、引船２隻（以下「引船Ａ」及び「引船Ｂ」という。）を左

舷船首部及び左舷船尾部に配置し、操舵室において船長が操船指揮を

とり、航海士２人及び操舵手が操船の補助につき、水先人による水先

で、０８時０５分ごろ離岸を開始した。 

水先人は、左舷船首部に配置した引船Ａ（出力約３,２００kＷ）及

び左舷船尾部に配置した引船Ｂ（出力約２,２００kＷ）に対し、本船

を左舷正横方向へ微速力後進で引き出すよう指示を行い、本船の船首

部が約２０ｍ、船尾部が約１０ｍそれぞれ岸壁から離れた頃、船尾方

からの風により本船に前進行きあしが生じ、約１ノット（kn）の対地

速力で移動していることに気付いた。 

水先人は、主機を極微速力後進から全速力後進とし、両引船に本船

を全速力後進で正船尾方向へ引くよう指示して本船を停止させようと

した。 

本船は、０８時０７分ごろ、船首部が本件岸壁から離れる一方、船

尾部が本件岸壁に接近する状況となり、暴露甲板に積載した船首側の

ガントリークレーン（以下「本件クレーン」という。）の右舷側に張

り出したアームが本件岸壁上に保管中のガントリークレーン（以下

「陸上クレーン」という。）の海上に張り出したアームに衝突した。 

本船は、本事故発生後、大分港検疫錨地に錨泊した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

 その他の事項 

 

 水先人は、本件クレーン及び陸上クレーンの配置や海上に張り出し

たアームの長さ等の情報を知らされていなかった。 

水先人は、引船から本船の左舷側に乗船したので、船橋からの目測

により、本船の右舷外板から約４７ｍ張り出した本件クレーンのアー

ムと、本件岸壁から海上に約３０ｍ張り出した陸上クレーンのアーム

とが接触しないようにするためには、本船を岸壁から平行に約８０ｍ

以上離す必要があると考えた。 

水先人は、本件クレーンと海上に張り出した陸上クレーンのアーム

との縦距離を約５０ｍと見積もり、船尾方から風速約１０m/sの風を

受けているものの、引船を２隻使用しているので、本船を岸壁から平

行に移動できるものと思っていた。 
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水先人は、約６年間の水先人としての経験を有していたが、本件岸

壁での水先業務については、初めてであった。 

水先人は、気象情報を入手していた。 

水先人は、本事故後、前部スプリングを残した状態で、引船による

引き出しを開始すべきであったと思った。 

本件岸壁において、本船の船尾端から船尾方の岸壁までの距離は約

５０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、大分港において、ガントリークレーン２基を積載して離岸

作業中、船尾方から風速約１０～１５m/sの風が吹く状況下、水先人

が、引船を２隻使用しているので、本船を本件岸壁から平行に離岸で

きるものと思い、離岸を開始したところ、船尾方からの風により本船

に前進行きあしが生じたことから、主機及び引船を使用して本件クレ

ーンと陸上クレーンとの衝突を回避しようとしたものの、本件クレー

ンと陸上クレーンとが衝突したものと考えられる。 

水先人が、船尾方から風速約１０～１５m/sの風が吹く状況下、出

力が大きい引船Ａを左舷船尾部に配置し、前部スプリングを残した状

態で本船の引き出しを開始していれば、衝突を回避できた可能性があ

ると考えられる。 

水先人は、船尾端から船尾方の岸壁までの距離が約５０ｍであった

ことから、離岸時、機関を後進にかけることに制約を受けた可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、大分港において、本船がガントリークレーン２基を積載

して離岸作業中、船尾方から風速約１０～１５m/s の風が吹く状況

下、水先人が、引船を２隻使用しているので、本船を本件岸壁から平

行に離岸できるものと思い、離岸を開始したところ、船尾方からの風

により本船に前進行きあしが生じたため、主機及び引船を使用して本

件クレーンと陸上クレーンとの衝突を回避しようとしたものの、本件

クレーンと陸上クレーンとが衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 内海水先区水先人会は、本事故後、ガントリークレーンを積載した

際の本件岸壁からの出港作業については、事故再発防止対策として、

出港作業を担当する水先人及び会員に対し、次のことを周知した。 

(1) 当日の気象情報を事前に入手し、引船の馬力等を考慮したうえ

で、必要があれば引船の変更や追加配備を要請すること。 

(2) 当日の気象・海象により作業自体が危険であると感じたら、水

先人会事務所に助言を求めるなどした上で、最終的な実行の可
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否を判断すること。 

(3) 出港作業を担当する水先人は、時間的余裕を持って準備し、水

先にあたること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・離着岸操船に影響を及ぼすおそれのある情報は、事前に船側等に

提供することが望ましい。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年１１月２６日  

０８時０７分ごろ発生） 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 
船  位 

船首方位 対地針路 対地速力 
北 緯 東 経 

（時:分:秒） （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） (kn) 

8:00:19 33-15-01.2 131-46-01.6 091 - 0.0  

8:03:21 33-15-00.8 131-46-01.7 091 - 0.2 

8:06:22 33-15-01.8 131-46-02.3 088 - 0.6 

8:09:18 33-15-02.9 131-46-02.6 071 - 1.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位は真方位で

ある。 


